
令和８年度事業概要                                

事  業  名         認知症専門相談、認知症初期集中支援チーム員会議     （歳出：４－３－７） 

令和８年度当初予算 ３０５千円 事業実施主体 蔵王町 事業開始年度 
H２３年度（相談） 

H２８年度（チーム員） 

補助・単独の別         補 助 補 助 率       国38.5％ 県19.25％ 町19.25％ 第1号保険料23％ 
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介護保険法 

地域支援事業実施要綱 

認知症施策推進大綱 

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン） 

蔵王町地域包括支援センター設置要綱 令 
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①もの忘れ相談 

 認知症、若年性認知症に関する悩み、早期

発見・予防などについて専門医が相談に対応。 

 来所または家庭訪問での相談。 

②初期集中支援チーム員会議 

 医療・介護の専門職がチームを結成し、早

期に専門医療機関の受診につなげ、適切な医

療やケアが受けられるように支援する。 

対象者はおおむね４０歳以上の在宅の方

で、介護や医療のサービスを利用していない

認知症の方、及び認知症が疑われる方。 

 

【日 程】 

２か月に１回実施 

１３：３０～１５：３０ もの忘れ相談 

  １５：３０～１６：３０ チーム員会議 

【担当医】  

川崎こころ病院 院長 石井 洋 氏 

【周知方法】 

広報掲載、関係機関へのチラシ配布 

【予 算】 

もの忘れ相談医師謝礼及びチーム医師謝礼金 

  23,000円×12回＝276,000円 

介護事業所チーム員謝礼（訪問・会議対応）  

29,000円 
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①認知症の本人およびその家族が、住みなれた地域

で安心して生活するために、早期に認知症の鑑別

診断が行われ、速やかに適切な医療・介護等が受

けられる体制を構築する。 

②認知症の容態の変化に応じすべての期間を通じ

て必要な医療･介護等が有機的に連携したネット

ワークを形成し、認知症の人への支援を効果的に

行なう。 
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①認知症の疑いのある方やその家族等が、住みなれ

た地域で安心して生活や支援が受けられるよう、

専門医の相談・助言を受けられる機会をつくる。 

②認知症専門医の指導の下、複数の専門職が、認知

症が疑われる人又は認知症の人やその家族を訪

問し、観察・評価を行った上で家族支援などの初

期の支援を包括的・集中的に行い、かかりつけ医

と連携しながら認知症に対する適切な治療に繋

げ、自立生活のサポートを行う。 
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【実績】 

○もの忘れ相談 

 

○認知症初期集中支援チーム員会議 （令和７年度末）  

台帳登録者 令和７年度実績 

７人 新規ケース ６人 継続支援（新規含む） ７人 終了者 ８人 
 

年度 回数 
相談者 

実人数 

要介護度（実人数） 相談経路（実人数） 

認定 

なし 

要支援 

１，２ 

要介護 

１，２ 

要介護 

３以上 

包括・ケア 

マネジャー 
本人 家族 民生委員 

R２ ５回 ８人 ６人  ２人  ４人  ４人  

R３ ５回 ６人 １人  ５人  ４人  ２人  

R４ ６回 ８人 ４人 １人 ２人 １人 ６人  ２人  

R５ ５回 ９人 ５人 １人 ２人 １人 ３人 ２人 ４人  

R６ ４回  ５人 ２人 １人 １人 １人 ５人    

R７ ５回 ８人 ６人  ２人  １人 １人 ６人  

－１２－ 


